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第２１回本別町農業委員会総会 

 

 

議事日程 

開会宣言 

日程１         議事録署名委員の指名 １４番 荒哲弘委員 １５番 中野康夫委員 

日程２         諸般の報告 

日程３   報告第１号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について 

日程４   議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程５   議案第２号 現況証明願について 

日程６   議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程７   議案第４号 転用許可後における事業計画変更申請について 

日程８   議案第５号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

日程９   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買入協議要請 

について 

日程１０  議案第７号 本別町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針の制定に

ついて 

日程１１  報告第２号 農地転用に係る完了届について 

日程１２  報告第３号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果について 

日程１３  議案第８号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

日程１４  議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買入協議要請 

について 

閉会宣言 
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第２１回 本別町農業委員会総会 

（議 事 録） 

開会宣言 

牧田議長 

 

 

日程１ 

牧田議長 

 

 

日程２ 

牧田議長 

 

中野主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（午後２時００分）  

ただ今から、第２１回本別町農業委員会総会を開催いたします。 

本日の出席委員は 1５名です。 

よって定数に達しておりますので、本総会は成立しております。 

議事録署名委員の指名  

議事録署名委員を指名いたします。 

議事録署名委員は、会議規則第１４条により、１４番荒哲弘委員、１５番

中野康夫委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

諸般の報告 

諸般の報告を行います。 

事務局より報告内容の説明を求めます。 

本日机の上に配付しておりました令和２年度総会議案の訂正について

報告させていただきます。 

番号１番、令和２年４月２７日開催第３５回総会、議案第１号１番、農地

法第１８条第６項の規定による通知について、訂正内容、所在地番、●●

●１６０番１内と記載しておりましたが、正しくは●●●１６１番１内です。 

番号２番、総会開催日は番号１番と同じです。議案第３号３番、農地法

第３条の規定による許可申請について、所在地番、●●●１６１番３、面積

１６，９２４㎡と記載しておりましたが、正しくは面積１６，２５０㎡です。 

番号３番、令和２年６月２５日開催第３７回総会、報告第２号１番、農地

転用に係る完了届について、訂正内容、所在地番、●●●１５０番１内と

記載しておりましたが、正しくは●●●１５０番６内です。 

番号４番、総会開催日は番号３番と同じです。議案第２号１番、現況証
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明願について、所在地番、●●●８３２番２と記載しておりましたが、正しく

は●●●８２３番２です。 

番号５番、令和２年７月２７日開催第２回総会、議案第３号１番、農地法

第３条の規定による許可申請について、訂正内容、所在地番、●●●２８

３番１ 面積４９，１７３㎡と記載しておりましたが、正しくは面積４９，１７８㎡

です。 

番号６番、令和２年１０月３０日開催第５回総会、議案第５号１番、転用

許可後における事業計画変更申請について、訂正内容、所在地番、●

●●５６番８内 面積１，４０４㎡と記載しておりましたが、正しくは面積１，２

１７㎡です。 

番号７番、令和２年１２月２８日開催第７回総会、議案第１号１番、農地

法第１８条第６項の規定による通知について、訂正内容、所在地番、●●

●１５５番１と記載しておりましたが、正しくは●●●１５５番です。 

番号８番、総会開催日は番号７番と同じです。議案第１号２番、農地法

第１８条第６項の規定による通知について、訂正内容、所在地番、●●●

５３１番１内、地目、登記、原野、現況、畑、面積４，９６７㎡、●●●５３３番

１内、地目、登記、原野、現況、畑、面積４１，５９２㎡、●●●５３４番１内、

地目、登記、原野、現況、畑、面積３，６５１㎡の３筆を削除し、●●●４８６

番８、地目、登記、畑、現況、畑、面積６５㎡を追加します。 

番号９番、総会開催日は番号７番と同じです。議案第１号３番、農地法

第１８条第６項の規定による通知について、訂正内容、所在地番、●●●

７８番３ 面積３３０㎡と記載しておりましたが、正しくは面積３３０．５７㎡、同

じく、●●●７８番５ 面積１２，０８３㎡と記載しておりましたが、正しくは面

積１２，０３８㎡です。 

番号１０番、総会開催日は番号７番と同じです。議案第２号９番、農地

法第３条の規定による許可申請について、訂正内容、所在地番、●●●
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１９９番８内 面積８８２．５２㎡と記載しておりましたが、正しくは●●●１９９

番８ 面積９，３９１㎡、同じく、●●●２２１番１内と記載しておりましたが、

正しくは●●●２２２番内、同じく、●●●２５２番３ 面積２，８８６㎡と記載

しておりましたが、正しくは●●●２５２番４内 面積１，９４０㎡、合計面積

２５９，５２８．０８㎡と記載しておりましたが、正しくは面積２７４，７６７．５６㎡

です。 

番号１１番、令和３年１月２８日開催第８回総会、議案第３号９番、農地

法第３条の規定による許可申請について、訂正内容、所在地番、●●●

３３番９内 面積４２８㎡と記載しておりましたが、正しくは面積６２８㎡です。

合計面積２７７，４８２㎡と記載しておりましたが、正しくは面積２７７，６８２㎡

です。 

番号１２番、令和３年２月２５日開催第９回総会、議案第１号１番、農地

法第１８条第６項の規定による通知について、訂正内容、所在地番、●●

●８３番３と記載しておりましたが、正しくは●●●８３番１３です。 

番号１３番、総会開催日は番号１２番と同じです。議案第３号５番、農地

法第３条の規定による許可申請について、訂正内容、所在地番合計 ４１

筆と記載しておりましたが、正しくは４２筆です。 

番号１４番、総会開催日は番号１２番と同じです。議案第３号９番、農地

法第３条の規定による許可申請について、訂正内容、所在地番、●●●

４５２番１内と記載しておりましたが、正しくは、●●●４５２番１です。同じ

く、●●●４６２番１内と記載しておりましたが、正しくは、●●●４６２番１

です。 

番号１５番、総会開催日は番号１２番と同じです。議案第５号３番、農地

法第１８条第６項の規定による通知について、訂正内容、所在地番、●●

●１１７番２内と記載しておりましたが、正しくは、●●●１１７番７内です。

同じく、●●●１１７番８ 面積５，２５２㎡と記載しておりましたが、正しく
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牧田議長 

 

髙橋事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

日程３ 

 

牧田議長 

 

 

 

は、●●●１１７番８内 面積４，５５２㎡です。合計面積３０，０１７㎡と記載

しておりましたが、正しくは面積２９，３１７㎡です。 

番号１６番、令和３年３月２９日開催第１０回総会、議案第１号４番、農地

法第３条の規定による許可申請について、訂正内容、所在地番、●●●

１３０番１０内 面積９，４７０㎡と記載しておりましたが、正しくは面積９，６６

８㎡です。合計面積６２８，２８２㎡と記載しておりましたが、正しくは面積６２

８，４８０㎡です。以上で、報告とさせていただきます。 

ここで、事務局長からお詫びの申し出がありましたので、これを許しま

す。 

ただいま、議長より発言のお許しをいただきましたので、お詫びを１言

申し上げます。 

令和２年度の総会でご審議いただきました議案中の訂正でございます

が、１６件と数多くの訂正箇所がございました。 

その後の事務処理が停滞するようなことはございませんでしたが、牧田

会長をはじめ委員の皆様には多大なご迷惑をおかけし、心からお詫び申

し上げます。 

また、今後このような事が無いよう、適正な事務処理に努める所存であ

りますので、よろしく申し上げお詫びとさせていただきます。 

ただいま、事務局より報告がありました。 

諸般の報告はこれで報告済みとします。 

報告第１号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果につ

いて 

報告第１号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果に

ついて」を議題とします。 

はじめに１番について報告します。 

事務局より報告内容の説明を求めます。 
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原主査 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

山下委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

 

報告第１号農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果につ

いて、農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用調整委員会による

調整を行ったので下記のとおり報告する。 

 令和４年２月２８日、本別町農業委員会会長 番号１番、出し手住所・氏

名 、 ● ● ●  ● ● ● 氏 、 Ａ 団 地 、 土 地 の 所 在 、 ● ● ●

３０４番１、地目、登記・現況ともに畑、面積９４㎡外１２筆、計９０,３６５．６

㎡、評価価格１９，４９２，０００円、なお土地の評価表、特記事項につきま

しては、記載の通りです。以上です。 

 次に、調整委員長より調整結果について報告を願います。 

報告第１号１番の利用調整結果について報告をいたします。 

現地調査と、調整委員会をともに令和３年１１月１６日に開催し、当日の

調整委員は、わたし山下と川初委員、荒委員、地区の岡本委員にアドバ

イスをお願いして行いました。 

●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、Ａ団

地は当該地区標準モデル価格２３７,０００円・土地評価点９１点、１０ａ当り２

１５，７００円で、●●●氏と調整を行ったところ、受け手の合意が得られず

に不成立となりましたので、町長に農業公社への買入要請をします。以上

です。 

ただ今、事務局並びに調整委員長から説明がありましたが、この報告

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第１号１番はこれで報告済みとします。 

次に２番について報告します。 

本件は●●●に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第

３１条の規定により●●●の退席を求めます。 

（●●●退席） 
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原主査 

 

 

 

牧田議長 

井出委員長 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

日程４ 

牧田議長 

 

 

 

中野主事 

事務局より報告内容の説明を求めます。 

番号２番、出し手住所・氏名、●●● ●●●氏、Ａ団地、土地の所

在、●●●３６番９、地目、登記・現況ともに畑、面積１，９９６㎡外６筆、計

９,７６５㎡、評価価格２，５４５，０００円、なお土地の評価表、特記事項につ

きましては、記載の通りです。以上です。 

 次に、調整委員長より調整結果について報告を願います。 

報告第１号２番の利用調整結果について報告をいたします。 

現地調査を令和３年１１月１５日、調整委員会を令和３年１１月２６日に

開催し、当日の調整委員は、わたし井出と岡本委員、斎委員、中野委員、

地区の荒委員にアドバイスをお願いして行いました。 

●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、Ａ団

地は当該地区標準モデル価格３０３,０００円・土地評価点８６点、１０ａ当り２

６０，６００円で、●●●氏と調整を行ったところ、出し手、受け手双方の合

意により調整が成立しました。以上です。 

ただ今、事務局並びに調整委員長から説明がありましたが、この報告

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第１号２番はこれで報告済みとします。 

ここで●●●の復席を認めます。 

（●●●着席） 

議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」を議題と

します。 

１番から７番について一括して提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。  

議案第１号農地法第１８条第６項の規定による通知について、次のとお
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り、農地の賃貸借について関係者から解約の通知があったので承認の可

否について議決を求める。令和４年２月２８日、本別町農業委員会会長、

議案にかかっているものについて、解約の通知から、土地の引渡日まで、

６ヵ月以内であることから、解約の要件を満たしていると思われます。 

番号１番、所在地番、●●●７番３内、地目、登記、原野、現況、畑、面

積３１,６９５㎡外８筆、計１４０,２８４．３４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借

主、●●●氏 ●●●、解約成立日、令和３年１２月１日、土地の引渡

日、令和３年１２月１日、通知日、令和４年１月１７日。 

番号２番、所在地番、●●●３６８番７、地目、登記・現況ともに畑、面積

１,９３３㎡外１筆、計６，４３３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●●

氏 ●●●、解約成立日、令和３年８月２５日、土地の引渡日、令和３年１

１月１４日、通知のあった日、令和４年１月３１日。 

番号３番、所在地番、●●●７９番１、地目、登記・現況ともに畑、面積２

２４㎡外１２筆、計５４，００１．５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●●

●氏 ●●●、解約成立日、令和３年８月２５日、土地の引渡日、令和３年

１１月１４日、通知のあった日、令和４年１月３１日。 

番号４番、所在地番、●●●３６８番５、地目、登記、宅地、現況、畑、

面積１４７．７㎡外１筆、計３１１．１３㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、

●●●氏 ●●●、解約成立日、令和３年８月２５日、土地の引渡日、令

和３年１１月１４日、通知のあった日、令和４年１月３１日。 

番号５番、所在地番、●●●１３番２内、地目、登記・現況ともに畑、面

積１７，０８７㎡外３筆、計５４，６７５㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●

●●氏 ●●●、解約成立日、令和３年８月３０日、土地の引渡日、令和３

年１０月２０日、通知のあった日、令和４年１月３１日。 

番号６番、所在地番、●●●２２０番２内、地目、登記・現況ともに畑、面

積３４，６９７㎡外７筆、計７３，０１０㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

日程５ 

牧田議長 

 

中野主事 

 

 

 

 

牧田議長 

高橋委員長 

 

 

●●氏 ●●●、解約成立日、令和３年９月６日、土地の引渡日、令和３

年１１月１７日、通知のあった日、令和４年１月３１日。 

番号７番、所在地番、●●●１８２番１内、地目、登記・現況ともに畑、面

積５，８１２㎡外１筆、計３１，６１１㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借主、●

●●氏 ●●●、解約成立日、令和３年９月６日、土地の引渡日、令和３

年１１月１７日、通知のあった日、令和４年１月３１日。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第１号１番から７番は提案

のとおり承認することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号１番から７番は提案のとおり承認されました。 

議案第２号 現況証明願について 

議案第２号「現況証明願について」を議題とします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第２号現況証明願について、次のとおり、現況証明願があったの

で、審議の上、証明書を発給するものとする。令和４年２月２８日 本別町

農業委員会会長、番号１番、所在地番、●●●１３番１３、地目、登記、

畑、現況、宅地、面積１，４４２㎡、判定地目・利用状況ともに宅地、所有

者、●●●氏 ●●●。以上です。 

次に調査委員長から調査結果について報告を願います。 

議案第２号１番について報告いたします。令和４年２月９日にわたし高

橋と河野委員、大和田委員、福田委員の４名で調査を行って参りました。

本申請地の登記地目は畑になっていますが、現況は以前から宅地である
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

日程６ 

牧田議長 

 

 

 

中野主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と見られることから、現況証明の発行は止むを得ないものと確認しましたの

で報告いたします。以上です。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第２号１番は提案のとおり

証明書を発給することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号１番は提案のとおり証明書を発給することに決

定されました。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とし

ます。 

 はじめに１番と２番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第３号農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３

条の規定による許可申請について下記のとおり提出があったので許可の

可否について議決を求める。令和４年２月２８日 本別町農業委員会会長

農地法第３条第２項各号に要する判断については、別添の農地法第３条

調査書のとおりすべての要件を満たしていると思われますので説明を省

略させていただきます。 

番号１番、賃貸借、所在地番、●●●７番３内、地目、登記、原野、現

況、畑、面積３１,６９５㎡外６筆、計１３９，８４２㎡、貸主、●●●氏 ●●

●、借主、●●●氏 ●●●、申請理由は非農家のため及び規模拡大の

ためです。 
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牧田議長 

高橋委員長 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

中野主事 

 

 

 

牧田議長 

番号２番、賃貸借、所在地番、●●●２８０番２、地目、登記・現況ともに

畑、面積１０,３５２㎡外６筆、計９７，９３４㎡、貸主、●●●氏 ●●●、借

主、●●●氏 ●●●、申請理由は規模縮小のため及び規模拡大のた

めとなっています。以上です 

次に調査委員長から調査結果について報告を願います。 

議案第３号１番から２番について報告いたします。 

調査日・調査委員長は、議案第２号１番と同じです。 

本申請は農地法第３条による賃貸借の申請であり、申請書に基づき記

載内容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようと

する者により効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。以

上です。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号１番と２番は提案のと

おり決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号１番と２番は提案のとおり決定されました 

次に３番について提案します。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

番号３番、所有権移転贈与、所在地番、●●●４番８、地目、登記・現

況ともに畑、面積５２５㎡、譲渡人、●●●氏 ●●●、譲受人、●●●氏

●●●、申請理由は高齢のため土地を隣接地の譲受人に贈与する及び

隣接地のため取得するとなっています。以上です。 

次に調査委員長から調査結果について報告を願います。 
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高橋委員長 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

中野主事 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

議案第３号３番について報告いたします。 

調査日・調査委員は、議案第２号１番と同じです。 

本申請は農地法第３条による贈与の申請であり、申請書に基づき記載

内容と現地を調査した結果、申請地は農地であり、権利を取得しようとす

る者により効率的に利用されると判断しましたので報告いたします。以上

です。 

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この議案

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号３番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号３番は提案のとおり決定されました。 

次に４番について提案します。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

番号４番、使用貸借、所在地番、●●●１番１、地目、登記・現況ともに

畑、面積１９，８８２㎡外３２筆、計１６０，６０７．０８㎡、貸主、●●●氏 ●

●●、借主、●●●氏 ●●●、申請理由は経営移譲のためとなってい

ます。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第３号４番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  



                      - 12 - 
 

牧田議長 

 

日程７ 

牧田議長 

 

 

中野主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

日程８ 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号４番は提案のとおり決定されました。 

議案第４号 転用許可後における事業計画変更申請について 

議案第４号「転用許可後における事業計画変更申請について」を議題

とします。 

事務局より提案の内容の説明を求めます。 

議案第４号転用許可後における事業計画変更申請について、次のとお

り、農地の転用を許可した事業計画の変更申請があったので、承認の可

否について議決を求める。令和４年２月２８日 本別町農業委員会会長 

番号１番、当初計画、所在地番、●●●７５番１内、地目、登記・現況と

もに畑、面積６,４３９．２６㎡、地種、農用地区域内農地、申請者、●●●

氏 ●●●、転用期間、永久転用、完了日、令和３年１２月３１日まで、転

用目的、哺乳舎新設・飼料置場、計画変更、次ページの図面をお開きく

ださい。面積の変更はありませんが、哺乳舎新設と飼料置場の配置が変

更となっております。事業計画どおり事業が遂行できない理由として、完

了日後の事後変更申請となっているのは、予定地の地盤が軟弱で建築

に不適当であったためです。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第４号１番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号１番は提案のとおり決定されました。 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 
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牧田議長 

 

 

議案第５号「農業経営基盤強化促進法に基づく計画について」を議題

とします。 

１番から３番について一括して提案します。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

説明の前に議案の訂正をお願いします。番号３番の譲渡人・譲受人が

逆になっております。譲渡人が●●●氏、譲受人が●●●氏です。訂正

についてよろしくお願いします。 

議案第５号農業経営基盤強化促進法に基づく計画について、次のとお

り、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画について議決を求める。令和４年２月２８日、本別町農業委員会会

長 番号１番、賃貸借、所在地番、●●●２７３番１内、地目・登記現況とも

に畑、面積３１,７０２㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主 ●●●氏 ●●

●、利用権の種類、賃借権、法律関係、賃貸借、始期、令和４年２月２８

日、終期、令和１４年２月２７日、期間、１０年、金額、１０ａ当り１０，０００円。

 番号２番、賃貸借、所在地番、●●●３２６番１内、地目・登記現況ともに

畑、面積１２，１４１㎡、貸主 ●●●氏 ●●●、借主 ●●●氏 ●●

●、利用権の種類・法律関係・始期・終期・期間は番号１番と同じです。金

額、１０ａ当り８，３８０円。 

番号３番、所有権移転、所在地番、●●●１１３番３、地目、登記、原

野、現況、畑、面積１，０６０㎡外２２筆、計２３９，０９３㎡、譲渡人 ●●●

氏 ●●●、譲受人 ●●●氏 ●●●、利用権の種類、所有権、法律

関係、売買、移転時期、令和４年２月２８日、支払期限、令和４年４月１３

日、引渡時期、対価の支払日、金額６６，６０８，０００円。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。どなたか質問ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  
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牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

日程９ 

 

 

 

 

原主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

 

牧田議長 

 

 

質問がないようですのでお諮りします。議案第５号１番から３番は提案

のとおり決定することに異議ありませんか。 

（ありませんと呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号１番から３番は提案のとおり決定されました。 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買

入協議要請について 

議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地

買入協議要請について」を議題とします。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

議案第６号農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買

入協議要請について、農業経営基盤強化促進法第１５条第１項に基づき

申し出のあった下記農用地について、公益財団法人北海道農業公社に

よる買入が必要と認められるので、本別町に対し要請をすることについて

審議されたい。令和４年２月２８日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、所有権の移転申出者、住所・氏名、●●● ●●●氏、所有

権の移転申出年月日、令和３年１０月２２日、申出に係る農用地の土地の

所在、本別町●●●３０４番１、地目、登記・現況ともに畑、面積９４㎡外１

２筆、計９０，３６５．６㎡。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。 

どなたか質問ありませんか。  

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第６号１番は提案のとおり

決定することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 
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牧田議長 
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牧田議長 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

 

 

 

牧田議長 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６号１番は提案のとおり決定されました。 

議案第７号 本別町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する

指針の制定について 

議案第７号「本別町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関す

る指針の制定について」を議題とします。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

議案第７号本別町農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する

指針の制定について、本別町農業委員会農地等の利用の最適化の推進

に関する指針、平成２９年１２月２７日制定の一部を次のとおり改正するも

のとする。令和４年２月２８日、本別町農業委員会会長、３、担い手への農

地利用集積について中、（１）、目標、８０％以上を８５％以上に改める。以

上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。 

どなたか質問ありませんか。  

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第７号は提案のとおり決定

することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号は提案のとおり決定されました。 

ここで、追加議案を提出いたします。 

追加議案書を配付しますので、暫時休憩いたします。 

 （議案書配付） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 
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牧田議長 

山下委員長 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

日程１２ 

 

牧田議長 

 

 

 

原主査 

報告第２号  農地転用に係る完了届について 

報告第２号「農地転用に係る完了届について」を議題とします。 

事務局より報告内容の説明を求めます。 

報告第２号、農地転用に係る完了届について。次のとおり、農地法第４

条の規定による農地転用事業に係る完了届のあったものについて報告す

る。令和４年２月２８日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、所在・地番、●●●７５番１内、地目、登記、畑、現況、農業

用施設、面積６，４３９．２６㎡、地種、農用地区域内農地、申請者、●●●

氏 ●●●、転用期間、永久転用、完了日、令和３年１２月２２日、転用目

的、哺乳舎新設・飼料置場。以上です。 

次に、調査委員長から調査結果について報告願います。 

報告第２号１番について報告いたします。令和４年１月１１日、わたし山

下と、川初委員、荒委員の３名で調査をして参りました。 

令和３年９月３日付け本農委第３－２号で許可した本件について、計画

どおり転用が完了したことを確認しましたので報告いたします。以上です。

ただ今、事務局並びに調査委員長から説明がありましたが、この報告

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第２号１番はこれで報告済みとします。 

報告第３号 農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果につ

いて 

報告第３号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用調整結果に

ついて」を議題とします。 

はじめに１番について報告します。 

事務局より報告内容の説明を求めます。 

報告第３号農業基盤強化促進法による農用地利用調整結果につい



                      - 17 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

荒委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧田議長 

 

 

牧田議長 

 

て、農業経営基盤強化促進法に基づき農用地利用調整委員会による調

整を行ったので下記のとおり報告する。 

令和４年２月２８日、本別町農業委員会会長 番号１番、出し手・住所・

氏名、●●● ●●●氏、Ａ団地、土地の所在、●●●１４番２、地目、登

記・現況ともに畑、面積１０,８０７㎡、評価価格３,１８４,０００円。Ｂ団地、土

地の所在、●●●１３番２、地目、登記・現況ともに畑、面積１６，７７９㎡外

１筆、計１７,４９３㎡、評価価格４,９８０,０００円。Ｃ団地、土地の所在、●●

●１３番６、地目、登記・現況ともに畑、面積２６，０６７㎡、評価価格７,４２１,

０００円。なお、土地の評価表、特記事項は記載のとおりです。以上です。

次に、調整委員長から調整結果について報告願います。 

１番の利用調整結果について報告いたします。 

現地調査と調整委員会を令和３年１０月２１日に開催し、当日の調整委

員は、わたし荒と川初委員、山下委員、地区の石山委員にアドバイスをお

願いして行いました。 

●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、Ａ団

地は当該地区標準モデル価格３３１,０００円・土地評価点８９点、１０ａ当り２

９４，６００円で、Ｂ団地は当該地区標準モデル価格３３１,０００円・土地評

価点８６点、１０ａ当り２８４，７００円で、Ｃ団地は当該地区標準モデル価格

３３１,０００円・土地評価点８６点、１０ａ当り２８４，７００円で、●●●氏と調

整を行ったところ、受け手の合意が得られず不成立となりましたので、町

長に農業公社への買入要請をします。以上です。 

ただ今、事務局並びに調整委員長から説明がありましたが、この報告

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第３号１番はこれで報告済みとします。 

次に２番について報告します。 
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事務局より報告内容の説明を求めます。 

番号２番、出し手・住所・氏名、●●● ●●●氏、Ａ団地、土地の所

在、●●●７９番１、地目、登記・現況ともに畑、面積２２４㎡外８筆、計２

０，２２８㎡、評価価格６,００２,０００円。Ｂ１団地、土地の所在、●●●３６８

番１内、地目、登記・現況ともに畑、面積１４，３７９㎡外４筆、計２７,８１２．５

㎡、評価価格８,２５２,０００円。Ｂ２団地、土地の所在、●●●３８２番１内、

地目、登記・現況ともに畑、面積２，４８８㎡外１筆、計３,０８１㎡、評価価格

８６１,０００円。Ｃ団地、土地の所在、●●●３６８番５、地目、登記、宅地、

現況、畑、面積１４７．７㎡外３筆、計６,７４４．１３㎡、評価価格１,６５６,０００

円。なお、土地の評価表、特記事項は記載のとおりです。以上です。 

次に、調整委員長から調整結果について報告願います。 

２番の利用調整結果について報告いたします。 

現地調査を令和３年１１月１５日。調整委員会を令和３年１１月２６日に

開催し、当日の調整委員は、わたし斎と岡本委員、井出委員、地区の中

野委員にアドバイスをお願いして行いました。 

●●●氏が売買を希望している農地について調整を行った結果、Ａ団

地は当該地区標準モデル価格３４１,０００円・土地評価点８７点、１０ａ当り２

７６，７００円で、Ｂ１団地は当該地区標準モデル価格３４１,０００円・土地評

価点８７点、１０ａ当り２９６，７００円で、Ｂ２団地は当該地区標準モデル価

格３４１,０００円・土地評価点８２点、１０ａ当り２７９，６００円で、●●●氏と、

Ｃ団地は当該地区標準モデル価格３４１,０００円・土地評価点７２点、１０ａ

当り２４５，５００円で●●●氏と調整を行ったところ、Ａ団地・Ｂ１団地・Ｂ２

団地は受け手の合意が得られず不成立となりましたので、町長に農業公

社への買入要請をします。Ｃ団地は出し手、受け手双方の合意により調

整が成立しました。なお、●●●３６５番２７は現況地目が山林、●●●３６

８番５及び３６８番６は現況地目が宅地でしたが、現地調査の結果、畑とな
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っていることを確認しましたので報告します。 

ただ今、事務局並びに調整委員長から説明がありましたが、この報告

に対する質疑を行います。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですので、報告第３号２番はこれで報告済みとします。 

議案第８号 農業経営基盤強化促進法に基づく計画について 

議案第８号「農業経営基盤強化促進法に基づく計画について」を議題

とします。 

１番と２番について、一括して提案します。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

議案第８号農業経営基盤強化促進法に基づく計画について、次のとお

り、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画について議決を求める。令和４年２月２８日、本別町農業委員会会

長 番号１番、所有権移転、所在地番、●●●３６８番７、地目、登記・現

況ともに畑、面積１,９３３㎡外１筆、計６，４３３㎡、譲渡人 ●●●氏 ●●

●、譲受人 ●●●氏 ●●●、利用権の種類、所有権、法律関係、売

買、移転時期、令和４年２月２８日、支払期限、令和４年６月３０日、引渡時

期、対価の支払日、金額、１,５８０,０００円。番号２番、所有権移転、所在

地番、●●●３６８番５、地目、登記、宅地、現況、畑、面積１４７．７㎡外１

筆、計３１１，１３㎡、譲渡人 ●●●氏 ●●●、譲受人 ●●●氏 ●

●●、利用権の種類・法律関係・移転時期・支払期限・引渡時期は番号１

番と同じです。金額、７６,０００円。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この報告に対する質疑を行い

ます。どなたか質問ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり）  

質問がないようですのでお諮りします。議案第８号１番と２番は提案のと
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おり決定することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第８号１番と２番は提案のとおり決定されました。 

議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買

入協議要請について 

議案９号「農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買

入協議要請について」を議題とします。 

１番と２番について一括して提案します。 

事務局より提案内容の説明を求めます。 

議案第９号農業経営基盤強化促進法第１６条第１項に基づく農用地買

入協議要請について、農業経営基盤強化促進法第１５条第１項に基づき

申し出のあった下記農用地について、公益財団法人北海道農業公社に

よる買入が必要と認められるので、本別町に対し要請をすることについて

審議されたい。令和４年２月２８日、本別町農業委員会会長。 

番号１番、所有権の移転申出者、住所・氏名、●●● ●●●氏、所有

権の移転申出年月日、令和３年８月３０日、申出に係る農用地の土地の所

在、本別町●●●１３番２、地目、登記・現況ともに畑、面積１６，７７９㎡外

３筆、計５４，３６７㎡。 

番号２番、所有権の移転申出者、住所・氏名、●●● ●●●氏、所有

権の移転申出年月日、令和３年８月２５日、申出に係る農用地の土地の所

在、本別町●●●７９番１、地目、登記・現況ともに畑、面積２２４㎡外１３

筆、計５４，１９６．５㎡。以上です。 

ただ今、事務局から説明がありましたが、この議案に対する質疑を行い

ます。 

どなたか質問ありませんか。  
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以上、会議のてん末を録し議事録とする。 

   以上のとおり相違ないことを認め署名する。 
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牧田議長 

 

 

 

（ありませんと呼ぶ者あり） 

質問がないようですのでお諮りします。議案第９号１番と２番は提案のと

おり決定することに異議ありませんか。 

 （ありませんと呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第９号１番と２番は提案のとおり決定されました。 

以上で本日の日程は全て終了しました。これで会議を閉じます。大変

おつかれさまでした。 

午後２時５５分終了する。 
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